
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件

五
八
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

五
八
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
四
件

五
八
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

五
八
六

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
八
七

○
肥
料
を
登
録
し
た
件

五
八
八

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
り
業
務
の
停
止
処
分
を
し
た
件

五
八
八

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件

五
八
九

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
総

務

課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
夏
井

地
区
に
係
る
県
営
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
十
二
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

仲
丸
靖

馬
場
勲

馬
場
廣
雄

星
清
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号
）
に

よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

猪
股
忠
雄

鯨
岡
英
美

馬
場
高
義

星
照
子

星
秀
明
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二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
号
）
に
よ
る

こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

阿
久
津
ア
サ
ノ

阿
久
津
芳
雄

星
永
吉

星
勝
夫

星
喜
志
治

星
清

星
大
昭

星
文
男

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
一
号
）
に
よ

る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

阿
部
勝
藏

阿
部
勝
太
郎

阿
部
傳
十
郎

阿
部
文
一

加
藤
安
次

小
室
フ
ジ
エ

佐
藤
孝
一

佐
藤
定
八

佐
藤
弥
平

佐
藤
與
三
郎

佐
藤
順
昭

高
橋
儀
一

髙
橋
清
太
郎

玉
川
晃

玉

川
嘉
一
郎

玉
川
嘉
七

玉
川
勝
彦

玉
川
憲
一

玉
川
重
勝

玉
川
隆
昭

玉
川
千
代
松

玉
川

輝
男

玉
川
久

玉
川
弘
幸

玉
川
裕
則

芳
賀
市
太
郎

芳
賀
弘
一

芳
賀
弘
善

芳
賀
ツ
ヤ
子

芳
賀
テ
ル
子

芳
賀
與
重

星
亀
之
助

星
貞
雄

星
新
助

星
タ
ケ
子

星
藤
七

星
美
代
子

星
ヤ
ス
子

室
井
亀
重

室
井
清
人

室
井
茂
吉

室
井
新
吉

弓
田
常
春

渡
部
信
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
二
号
）
に
よ

る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
高

変
更
前

六
・
八
〜

六
一
八
・
〇

四
〇
一
号

田
村
東
乙
一
九
五
七
番
六

一
〇
・
八

地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
台

変
更
後

一
二
・
六
〜

六
一
八
・
〇

ノ
下
甲
四
一
三
七
番
三
地

二
八
・
八

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別
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県
道
橋
本

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
高

変
更
前

七
・
二
〜

二
三
七
・
五

会
津
高
田

田
前
川
原
三
六
四
〇
番
一

一
一
・
四

線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
台

変
更
後

一
三
・
五
〜

二
三
七
・
五

ノ
下
甲
四
一
五
三
番
四
地

二
五
・
五

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

南
会
津
郡
南
会
津
町
八
総

変
更
前

Ａ

七
・
四
〜

三
、
五
七
八
・
九

三
五
二
号

字
数
間
沢
三
四
〇
番
イ
地

五
三
・
二

先
か
ら

同

郡
同

町
滝
原

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
二

地
先
ま
で

南
会
津
郡
南
会
津
町
八
総

変
更
後

Ａ

七
・
四
〜

三
、
五
七
八
・
九

字
数
間
沢
三
四
〇
番
イ
地

五
三
・
二

先
か
ら

同

郡
同

町
滝
原

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
二

地
先
ま
で

南
会
津
郡
南
会
津
町
八
総

Ｂ

一
三
・
四
〜

八
四
〇
・
二

字
数
間
沢
三
四
〇
番
イ
地

六
九
・
六

先
か
ら

同

郡
同

町
滝
原

字
龍
沢
一
七
一
六
番
一
地

先
ま
で

南
会
津
郡
南
会
津
町
滝
原

Ｃ

一
一
・
八
〜

四
四
三
・
一

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
地

五
三
・
二

先
か
ら

同

郡
同

町
滝
原

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
地

先
ま
で

南
会
津
郡
南
会
津
町
滝
原

Ｄ

一
〇
・
二
〜

四
二
九
・
八

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
地

三
六
・
一

先
か
ら

同

郡
同

町
滝
原

字
龍
沢
一
七
一
七
番
一
二

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
三
百
六
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日

二

名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
療
術
学
園

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
療
術
師
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

鈴
木

和
枝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
島
一
丁
目
七
番
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
民
に
対
し
て
古
来
よ
り
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
間
療
法
の
知
識
と
実
践
的
な
利
用

法
の
教
育
啓
発
に
関
す
る
事
業
及
び
子
供
や
高
齢
者
を
持
つ
家
庭
、
介
護
を
要
す
る
家
族
を
抱
え
る

人
々
へ
の
支
援
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
で
の
自
立
的
な
社
会
参
加
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
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（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
六
十
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
を
次
の
と
お

り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

そ
の
他

氏
名
又

住
所

登
録
の

種
類

名
称

の
規
格

は
名
称

有
効
期

窒
素

り
ん

－
限

全
量

酸
全

量

841

混
合
有

9.0

4.0
－

兵
庫
県

機
質
肥

神
戸
市

料
東
灘
区

魚
崎
北

町
七
丁

目
９
番

13号

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公
告
第
三
百
七
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
業
務
の
停
止
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

被
処
分
者

株
式
会
社
ア
イ
ル

所
在
地

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
久
保
田
百
十
八
番
地

免
許
番
号

福
島
県
知
事
（
三
）
第
二
三
八
三
号

二

処
分
の
種
類
及
び
期
間

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で
の
十
日
間
の
業
務
の
全
部
の
停
止

三

処
分
理
由

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

(福
島
県
)

(％
)

平
成
28

年
11月
６
日

含
有
を

許
さ
れ

る
有
害

成
分
の

最
大
量

及
び
そ

の
他
の

制
限
事

項
は
､

公
定
規

格
の
と

お
り
｡

ネ
オ
ユ
ー

キ
940

ミ
ズ
ホ

ユ
ー
キ

有
限
会

社
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公 告 第 ２ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 情 報

教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 11月 19日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 杉 昭 重

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 情 報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、

組 立 て 、 調 整 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 福 島 県 会 津 若 松 市 一 箕 町 大 字 八 幡 字 八 幡 １ 番 地 の １
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

平 成 25年 ９ 月 25日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 エ フ コ ム 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 13番 ８ 号
５ 落 札 金 額

38 , 1 0 2 , 4 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 25年 ８ 月 ９ 日
（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）

公 告 第 ３ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 喜 多 方 桐 桜 高 等 学 校 情

報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地
方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 37 2
号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17
号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 11月 19日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 杉 昭 重

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 立 喜 多 方 桐 桜 高 等 学 校 情 報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、

組 立 て 、 調 整 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 立 喜 多 方 桐 桜 高 等 学 校 福 島 県 喜 多 方 市 豊 川 町 米 室 字 高 吉 434 4番 地 の ５
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

平 成 25年 ９ 月 26日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 エ フ コ ム 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 13番 ８ 号
５ 落 札 金 額

34 , 0 9 5 , 6 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 25年 ８ 月 ９ 日
（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）


